
福岡県福祉サービス第三者評価の結果
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◆施設・事業所の理念・基本方針

理 念 良質の支援サービスによって安心と快適を提供します。

  

基 本 方 針

１多様化する福祉サービスに的確に対応すること

  ２ 常に資質向上に努めること  

  ３ 革新を続ける情熱と向上心を忘れないこと  

  ４ 創造性ある施設づくりと運営に挑戦すること  

  ５ 事業運営の透明性を図る  

◆施設・事業所の特徴的な取組

重度、高齢の利用者様を対象とした事業所であり、部屋はすべて個室でプライベート空間

でのストレス軽減を図り、日中は無理のない日中活動を取り入れ、個別プログラムを重視

してリハビリ、脳トレ、筋力維持トレーニング、遊び感覚でのダンス、カラオケ等を中心

に行っています。また近隣地域への散歩や併設しています。カフェを定期的に利用するこ

とで、社会性や一般の方々とのふれあいの場としても良い環境があります。

◆第三者評価の受審状況

評価実施期間

契 約 日 令和  ４ 年  ８ 月 １７ 日

訪 問 調 査 日 令和  ４ 年 １０ 月 ６ 日

訪 問 調 査 日     令和  ４ 年 １１ 月 １０ 日

評価結果確定日 令和 ５ 年  １ 月 １３ 日

受審回数（前回の受審時期） 今回の受審：  １ 回目（前回 平成   年度）



【評価結果】

１ 総  評

（１）特に評価の高い点

（２）改善を求められる点

〇 施設はモダンな造りであり、毎月２回の大掃除、２ケ月に１回役職者による館内チェ

ックが行われ、快適、安全、清潔で落ち着いた環境の保持に努めている。また、ＲＨⅠ

ＮＯ ＣＡＦＥ（ライノカフェ）を併設し、利用者も定期的に利用することで一般の方々

とのふれあいの機会を設けている。

〇 利用者一人ひとりの状態に合わせて、リハビリや脳トレ、筋力維持トレーニング、ダ

ンス、カラオケ等の日中活動や個別に理学療法士、訪問マッサージを取り入れた機能訓

練を行う等、無理のない日中活動、個別プログラムを重視し、一人ひとりが豊かに過ご

してもらうか、利用者の痒いところに手が届く支援に取り組んでいる。

〇 法人内人財開発室で年間計画を基に人材確保に取り組んでいる。リモートも活用しな

がら法人内・外の研修受講の機会を設けると共に、資格取得制度を基に、専門職の育成

に取り組んでいる。スタッフの声に耳を傾け意見を取り入れるボトムアップの体制作り

に努め、職員のモチベーションアップに繋げている。

〇 毎月家族に向けて、利用者の写真を添えた近況報告を送付し、密に電話連絡を行いコ

ミュニケーションに努めている。また、法人パンフレット、ホームページ、季刊誌の発

行等、発信に力を入れて取り組んでいる。

〇 飯塚圏障がい者地域自立支援ネットワークやふくおかライフレスキュー活動に参加

し、フードバンクの提供やごみ屋敷の片付け等の活動を通して、地域福祉ニーズに基づく

公益的な活動に取り組んでいる。



２ 第三者評価の結果に対する事業者のコメント

３ 共通評価基準及び個別評価基準の評価項目による第三者評価結果（別添）

今回、初めて第三者評価を受講いたしました。自己評価からはじまり、利用者様やご家

族様へのアンケート調査、事前調査から訪問調査を得て高い評価を頂きました。利用者様

や保護者様の意見に更に耳を傾けて、充実したより良い生活が送れるように今後も努めま

す。また、人材育成や地域との関わりを深めて、『安心と快適』を求めて事業運営に邁進し

てまいります。

今回の評価を頂きました特定非営利活動法人北九州シーダブル協会様には真摯にご対

応、ご指導をして頂き深く感謝申し上げます。



評価 コメント

1 理念、基本方針が明文化され周知が図られている。 ａ

基本理念「良質の支援サービスによって安心と快適を
提供します」と「５つのビジョン」を掲げ、事務室内
に掲示している。ホームページにも記載し、毎月の会
議や、３月に行う法人全体職員会議の中で確認し、定
期的にテストを実施する等して職員の周知を図ってい
る。

2
事業経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・分
析されている。 ａ

飯塚圏域障がい者自立支援ネットワークの地域生活支
援拠点等の整備事業で定期的な活動報告や専門部会と
情報を共有することで、福祉サービスのニーズの把握
に努めている。

3
経営課題を明確にし、具体的な取り組みを進めてい
る。 ａ

法人内で定期的に開催される役職者会議の中で、組織
体制や財務状況、職員体制、人材育成についての分析
を行い、課題を明らかにしている。また、年１回、決
算報告をグラフ化し、全体職員会議で周知を図ってい
る。

4
中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定されて
いる。 ａ

企画推進会議を３ヶ月毎に開催し、中・長期の事業計
画や新年度の計画・方針について話し合っている。会
議に出席した職員が各事業所に持ち帰り、周知に努め
ている。

5
中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定されてい
る。 ａ

法人の新規事業所の事業計画やグループホーム増設事
業、また、各行事の再開に向けた計画が策定されてい
る。

6
事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが組
織的に行われ、職員が理解している。 ｂ

法人企画推進会議に各部署から職員が参加し、新しい
企画について積極的に意見交換を行っている。法人全
体で行っていた旅行やイベント等を単体で行えるよう
に体制を整え、利用者から要望が出ていた個別の外出
等の取り組が実現している。

7
事業計画は、利用者等に周知され、理解を促してい
る。 ａ

保護者会や月初めに作成する近況報告で、行事報告と
行事予定を保護者に伝えている。広報誌やホームペー
ジに事業計画を掲載し、利用者や保護者に周知を図っ
ている。

8
福祉サービスの質の向上に向けた取組が組織的に行わ
れ、機能している。 ａ

常に質の向上を目指し、利用者が豊かに過ごしてもら
うかを職員で話し合い、利用者のニーズに沿った支援
に努めている。行事等を行った際には行事報告書を作
成し、評価を行う体制を整備している。

9
評価結果にもとづき組織として取組むべき課題を明確
にし、計画的な改善策を実施している。 ａ

人事考課自由意見欄やアンケート調査から課題や改善
点を抽出して職員間で共有し、検討して、必要に応じ
て見直しを行っている。

Ⅰ－３－（１）　中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。

【障がい者・児版・評価項目による評価結果】 　　HilltopGarden  雅

Ⅰ－１　理念・基本方針

Ⅰ－１－（１）　理念、基本方針が確立・周知されている。

Ⅰ－２－（１）　経営環境の変化等に適切に対応している。

Ⅰ－２－（１）－②

項　　　目

Ⅰ－１－（１）－①

Ⅰ－２　経営状況の把握

Ⅰ－２－（１）－①

Ⅰ－３　事業計画の策定

Ⅰ－３－（１）－②

Ⅰ－３－（２）－②

Ⅰ－４－（１）　質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。

Ⅰ－４－（１）－②

Ⅰ－３－（１）－①

Ⅰ－３－（２）　事業計画が適切に策定されている。

Ⅰ－３－（２）－①

Ⅰ－４　福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組

Ⅰ－４－（１）－①



10
管理者は、自らの役割と責任を職員に対して表明し理
解を図っている。 ａ

管理者は事業所の責任者として、その責任と役割を職
員全員にに周知させている。職務権限規程を設け、管
理者不在時には代理を立てて権限委任を明確にし、業
務に支障をきたさない体制を整えている。

11
遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行っ
ている。 ａ

経営セミナーや外部研修に参加し、遵守すべき法令に
ついて学び、職員に周知を図っている。倫理綱領や法
令の内容を理解して、守秘義務や情報漏洩防止も含め
た法令遵守に取り組んでいる。

12
福祉サービスの質の向上に意欲をもちその取組に指導
力を発揮している。 ａ

定期的なミーティングで現状について振り返り、課題
解決に向けた具体的な対策や取組について検討してい
る。また、定期的にテストを実施し、知識、技術の定
着に向けて取り組んでいる。

13
経営の改善や業務の実行性を高める取組に指導力を発
揮している。 ａ

人事や労務、財務等を踏まえて定期的に会議を開催
し、今後、新しい施設を建てる中で、利用者、職員を
どのように確保するか等、企画推進会議で実効性の向
上に向けて指導力を発揮している。また、法人人財開
発室と連携し、人員配置等の環境整備に努めている。

14
必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計画
が確立し、取組が実施されている ａ

法人内人財開発室と連携し、職員の育成、定着、人材
の確保に向けて取り組んでいる。県の企業説明会への
参加や大学の実習生の受け入れを積極的に行い、採用
に繋がるよう努力している。

15 総合的な人事管理が行われている。 ａ

事業所での採用、配置、異動、昇進、昇格等の基準は
就業規則に明記している。人事考課表に自由意見欄を
設け、自由に意見を表せるように配慮している。資格
取得をバックアップする体制を整え、職員が目標を
持って将来の姿を描けるように支援している。

16
職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場づく
りに取組んでいる。 ａ

職員の心身の健康と安全の確保、ワーク・ライフ・バ
ランスに配慮した働きやすい職場作りに取り組んでい
る。個人面談を行う等、コミュニケーションを密にと
ることで、職員の悩みや心配事にも対応している。労
務管理に対する責任を明確化し、職員の就業状況を把
握している。

17 職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている。 ａ

新人職員には人材育成担当者が１ヶ月間育成に関わ
り、半年、１年と定期的に見守りながら定着に繋げて
いる。年２回目標シートを作成することで、一人ひと
りの目標を明確にし、定期的な個人面談の中で確認を
行っている。

18
職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定さ
れ、教育・研修が実施されている。 ａ

教育・研修について具体的な計画を作成し、職員の経
験や習熟度に合わせて研修を受講できる体制を整えて
いる。今年度は新型コロナウイルス感染症対策のため
外部研修が中止になることが多かったが、オンライン
での研修を取り入れ、幅広いテーマを選択して、研修
の充実に取り組んでいる。

19
職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保されてい
る。 ｂ

コロナ禍の為、今年度はオンラインによる外部研修に
参加して学ぶ機会を多く設けている。費用の半額負担
等、外部研修や資格を取得するためのバックアップ体
制を整え、組織として職員のレベルアップを目指して
いる。また、内部研修については、年間計画を作成し
て実施している。

Ⅱ－１－（２）　管理者のリーダーシップが発揮されている。

Ⅱ－１－（２）－①

Ⅱ-２　福祉人材の確保・育成

Ⅱ－２－（１）－①

Ⅱ－２－（３）－②

Ⅱ－１－（２）－②

Ⅱ－２－（１）　福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。

Ⅱ－２－（１）－②

Ⅱ－２－（２）－①

Ⅱ－２－（３）　職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

Ⅱ－２－（３）－①

Ⅱ－２－（３）－③

Ⅱ-１　管理者の責任とリーダーシップ

Ⅱ－１－（１）　管理者の責任が明確にされている。

Ⅱ－１－（１）－②

Ⅱ　組織の運営管理

Ⅱ－１－（１）－①



20
実習生等の福祉サービスに関わる専門職の教育・育成
について体制を整備し、積極的な取組をしている。 ｂ

実習生の学校関係者と話し合い、カリキュラムに沿っ
た教育が実施できるように取り組んでいる。実習生指
導担当者が中心になり、受け入れ態勢を整え、実習が
スムーズに行われるように努めている。現在はコロナ
禍の中、実習の機会は減少している。

21
運営の透明性を確保するための情報公開が行われてい
る。 ａ

法人の理念、基本方針、決算書、就業規則等を本部館内に
掲示しホームページ、ワムネットで公表し、運営の透明性を確
保している。また、任意の第三者評価を受審し、地域福祉事
業の拠点を目指し、意欲的に取り組んでいる。

22
公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組
が行われている。 ａ

社会福祉法人として、公正、透明性を確保し、サービ
ス提供や業務執行に関わるチェック体制を整備してい
る。事業所における事務や経理、契約関係等につい
て、必要に応じて外部の専門家に相談している。

23
利用者と地域との交流を広げるための取組を行ってい
る。 ａ

法人全体で盛大に行う祭りはコロナ禍の中で自粛して
いるが、昨年からグループホームと合同で行う餅つき
は実施している。併設のカフェを定期的に利用し、一
般のお客さんと交流する機会を設けている。

24
ボランティア等の受入れに対する基本姿勢を明確にし
体制を確立している。 ｂ

事業所と地域住民の交流を図るために、ボランティア
受け入れの体制を整えている。夏休みに法人で取り組
むふれあいキャンプや餅つき等のイベントに多くのボ
ランティアの参加がある。（今年度はコロナ禍で中
止）

25
福祉施設・事業所として必要な社会資源を明確にし、
関係機関等との連携が適切に行われている。 ａ

地域福祉ネットワークに参加して、行政機関や各種団
体と協力関係を築いている。福祉事務所、保健所、ハ
ローワーク、病院、学校、地域の他事業所等、社会資
源を活用した取り組みが始まっている。福岡県ライフ
レスキュー事業に参加している。

26
地域の福祉ニーズを把握するための取り組みが行われ
ている。 ａ

秋祭りや餅つきを盛大に行い、地域の方、子ども達に
も声を掛けて楽しい時間を過ごしている。（今年度は
コロナ禍で中止）また、他社会福祉法人と交流や連携
をはかり、社協の水害ボランティアの協力や、共同募
金活動に参加している。

27
地域の福祉ニーズにもとづく公益的な事業・活動が行
われている。 ａ

地域住民参加型の行事や活動を行い、相談窓口として
の役割を果たしている。また、生活困窮者へのライフ
レスキュー事業への参加や、地域のネットワークに参
加してゴミ屋敷の片付けやフードバンクにも協力して
いる。

28
利用者を尊重した福祉サービス提供について共通の理
解をもつための取組を行っている。 ａ

法人理念や基本方針を始め、倫理要綱、規定等に利用
者を尊重した福祉サービスの提供について明示し、職
員は常に意識して取り組んでいる。また、権利擁護等
についての研修に参加した職員が報告会を行い、共通
理解に努めている。

29
利用者のプライバシー保護等の権利擁護に配慮した福
祉サービス提供が行われている。 ａ

利用者のプライバシー保護について、規定やマニュア
ル等が整備され、会議や研修時に振り返りを行ってい
る。また、入浴、排泄、更衣に関しては、基本的に同
性介助を行っている。

Ⅱ－２－（４）　実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われている。

Ⅲ－１－（１）　利用者を尊重する姿勢が明示されている。

Ⅱ-３　運営の透明性の確保

Ⅱ－３－（１）　運営の透明性を確保するための取組が行われている。

Ⅱ－３－（１）－①

Ⅱ－３－（１）－②

Ⅱ-４　地域との交流、地域貢献

Ⅱ－２－（４）－①

Ⅱ－４－（１）　運地域との関係が適切に確保されている。

Ⅱ－４－（１）－①

Ⅱ－４－（１）－②

Ⅱ－４－（２）　関係機関との連携が確保されている。

Ⅱ－４－（３）－②

Ⅲ　適切な福祉サービスの実施

Ⅲ－１－（１）－①

Ⅲ－１－（１）－②

Ⅱ－４－（２）－①

Ⅱ－４－（３）　地域の福祉向上のための取組を行っている。

Ⅱ－４－（３）－①



30
利用希望者に対して福祉サービス選択に必要な情報を
積極的に提供している。 ａ

事業所の資料やパンフレット、ホームページの中で必
要な情報を開示し、利用希望者に分かりやすく伝わる
ように取り組んでいる。年４回季刊誌「ＳＡＫUＲＡ」
を発行し情報を発信している。利用希望者には、１日
体験入所を実施している。

31
福祉サービスの開始・変更にあたり利用者等にわかり
やすく説明している。 ａ

福祉サービスの開始時には、重要事項説明書、契約書
にて説明し、保護者、関係者と相談しながら、利用者
の自己決定を尊重している。サービス変更時について
は、利用者や家族に分かりやすく説明し、同意を得て
安心して継続利用できる体制を整えている。

32
福祉施設・事業所の変更や家庭への移行等にあたり福
祉サービスの継続性に配慮した対応を行っている。 ａ

医療機関や自宅、他施設に利用者が移行する場合は、
利用者や保護者、主治医と話し合い、移行先と連絡を
密に取りながら、利用者が安心して医療や福祉サービ
スの提供が受けられるよう支援に取り組んでいる。ま
た、退居に際しては、退居報告書等の作成を行ってい
る。

33
利用者満足の向上を目的とする仕組みを整備し、取組
を行っている。 ａ

年２回のモニタリングの他にアンケート調査を実施し
て、「何がしたいのか」「どこに行きたいか」「困っ
ていることは」「不満は」等、定期的に利用者の思い
を把握している。保護者会での意見交換や保護者との
個別面談も行っている。

34
苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能してい
る。 ａ

玄関ホールに、外部の苦情相談窓口や責任者名を掲示
し、第三者委員会の設置と合わせ、苦情解決に向けた
取り組みが行われている。意見箱を玄関ホールに設置
し、利用者や家族から意見や要望、苦情等を投函して
貰い、事業所運営や業務改善に向けた取り組みが行わ
れている。

35
利用者が相談や意見を述べやすい環境を整備し、利用
者等に周知している。 ａ

相談箱を設置している。月・木曜日の午前中を生活支
援の日として、部屋の片付けや衣替え等を一緒に行う
中でしっかりとコミュニケーションを取り、相談しや
すい関係を築いている。

36
利用者からの相談や意見に対して、組織的かつ迅速に
対応している。 ａ

苦情対応マニュアルを整備して、カフェを利用する等
相談し易い環境を整え、利用者の意見や要望、苦情を
聴き取り、内容に合わせて担当職員が解決に努めてい
る。会議の中で職員間で話し合い、利用者本位の福祉
サービスの提供に取り組んでいる。

37
安心・安全な福祉サービスの提供を目的とするリスク
マネジメント体制が構築されている。 ａ

事故発生時の対応についてのマニュアルで手順を明確
にし、職員間で周知している。イベントの前には、危
険予知対応について話し合い、予測される危険を確認
し、事故防止に取り組んでいる。

38
感染症の予防や発生時における利用者の安全確保のた
めの体制を整備し、取組を行っている。 ａ

コロナ禍の中で、感染症の予防と発生時の利用者に対
する安全対策をマニュアル化し、迅速に対応してい
る。また、職員会議や研修の中で繰り返し話し合い、
職員の意識改革と注意義務について自覚を促し、利用
者の安全確保に取り組んでいる。

39
災害時における利用者の安全確保のための取組を組織
的に行っている。 ａ

非常災害を想定した避難訓練を年２回実施している。
マニュアルを整備して、職員一人ひとりが利用者の安
全確保に取り組み、いざという時に冷静な判断と行動
が出来るように取り組んでいる。非常食３日分を確保
し、カセットコンロ等も準備している。

Ⅲ－１－（４）　利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。

Ⅲ－１－（４）－①

Ⅲ－１－（４）－③

Ⅲ－１－（５）－①

Ⅲ－１－（５）－③

Ⅲ－１－（２）－①

Ⅲ－１－（２）－③

Ⅲ－１－（３）－①

Ⅲ－１－（５）　安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている。

Ⅲ－１－（５）－②

Ⅲ－１－（２）　福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。

Ⅲ－１－（２）－②

Ⅲ－１－（３）　利用者満足の向上に努めている。

Ⅲ－１－（４）－②



40
提供する福祉サービスについて標準的な実施方法が文
書化され福祉サービスが提供されている。 ｂ

職員によるサービス提供に差が生じないように、会議
や研修会の中で標準的な実施方法について周知徹底を
図り、利用者が同じサービスを受けられるように努力
している。

41
標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確立
している。 ａ

個別支援計画書の実施や見直しは、定期的な会議の中
で、計画、実行、評価、改善のサイクルで行ってい
る。また、利用者の状態に変化があれば、関係者と相
談しながら実施方法の見直しを検討している。

42
アセスメントにもとづく個別支援計画を適切に策定し
ている。 ａ

入所時に、利用者や保護者の意向を聴き取り、「減量
させて欲しい」「生活習慣を身につけさせて欲しい」
「集団生活を楽しめるように導いて欲しい」等、様々
な要望を踏まえて個別支援計画を作成している。医療
やリハビリ、メンタル面での支援も行い、実施状況や
目標達成状況を踏まえたサービス提供に取り組んでい
る。

43 定期的に個別支援計画の評価・見直しを行っている。 ａ
４月に個別支援計画を作成し、９月に、担当スタッ
フ、栄養士、看護師参加の会議で現状の把握と検証を
行い、必要があれば見直している。

44
利用者に関する福祉サービス実施状況の記録が適切に
行われ、職員間で共有化さている。 ａ

利用者一人ひとりのケース記録に利用者の健康状態、
生活の様子が詳細に記載され、記録を読み込み、職員
間で情報を共有することで、発作が起きる前兆に気づ
く等、周知や助言をしやすい体制を作っている。

45 利用者に関する記録の管理体制が確立している。 ａ

利用者の個人記録の管理については、個人情報保護規
定と情報開示の２つの観点から状況に合わせた管理体
制に取り組んでいる。情報漏洩防止については、管理
者が職員に説明し、周知徹底が図られている。

評価 コメント

46
利用者の自己決定を尊重した個別支援と取組を行って
いる。 ａ

職員は利用者とコミュニケーションを図り、写真や絵
カード等を活用し意思の確認を行っている。利用者の
主体的な活動については、自己決定、自己選択を優先
し、同行支援や趣味を活かした活動を支援している。

47
利用者の権利侵害の防止等に関する取組が徹底されて
いる。 ｂ

利用者の主張はしっかりと聞いて受け入れるように心
がけている。利用者の権利侵害について、職員が具体
的に検討する機会を定期的に設け、虐待等の権利侵害
の防止や、発生した場合の迅速な対応について職員間
で共有している。

Ⅲ－２－（２）－①

Ⅲ－２－（３）－②

Ａ－１　利用者の尊重と権利擁護

Ａ－１－（１） 自己決定の尊重

A-1-(1)-①

Ⅲ-２　福祉サービスの質の確保

項　　　目

A-1-(2)-①

Ⅲ－２－（３）－①

Ⅲ－２－（１）　提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している。

Ⅲ－２－（１）－①

Ⅲ－２－（１）－②

Ⅲ－２－（２）　適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている。

Ⅲ－２－（２）－②

Ⅲ－２－（３）　福祉サービス実施の記録が適切に行われている。

Ａ－１－（２） 権利侵害の防止等



48 利用者の自律・自立生活のための支援を行っている。 ａ

個別支援計画に基づき、利用者が自力で行う生活と活
動の範囲が維持出来るように工夫している。利用者一
人ひとりの自律・自立生活への思いを尊重し、能力を
最大限に生かした生活が出来るよう支援している。

49
利用者の心身の状況に応じたコミュニケーション手段
の確保と必要な支援を行っている。 ａ

コミュニケーションが十分取れない利用者に対して、
簡単な手話やゼスチャー、手描きや絵カードを利用す
る等、利用者一人ひとりの状況に合わせた支援や工夫
を行っている。

50
利用者の意思を尊重する支援としての相談等を適切に
行っている。 ａ

利用者が相談しやすい環境を心掛け、信頼関係を築く
中で利用者の意向を聴き取り、職員会議やモニタリン
グの中で検討し、個別支援計画に反映させて、利用者
の思いの実現に向けて取り組んでいる。

51
個別支援計画にもとづく日中活動と利用支援等を行っ
ている。 ａ

利用者一人ひとりの希望やニーズを、個別支援計画で
具体化し、希望に応じた新たな活動づくりや活動内容
の変更等に取り組んでいる。利用者アンケートを実施
し、行事やレクレーションの要望を把握し実施するこ
とで、利用者に大変喜ばれている。

52
利用者の障がいの状況に応じた適切な支援を行ってい
る。 ａ

利用者が、ホームの中で安心して日常生活を送るため
に、職員間で支援方法を検討し、利用者の情報を共有
して、それぞれの障がい特性に合わせた個別や集団活
動を行っている。

53
個別支援計画にもとづく日常的な生活支援を行ってい
る。 ａ

食事、入浴、排泄、移動、移乗等の生活支援は、利用
者の日々の心身の状況に応じて適切に実施されてい
る。食事については、嗜好調査や身体状況に応じて個
別に提供している。入浴についても個別介助、特浴も
使用している。

54
利用者の快適性と安心・安全に配慮した生活環境が確
保されている。 ａ

利用者の意向を踏まえた生活環境作りに取り組み、利
用者がホームの中で安心して過ごせるように支援して
いる。毎月２回大掃除の日を設け、２ケ月に１回役職
者によるチェックを行い、快適で安全な生活環境を整
えている。

55
利用者の心身の状況に応じた機能訓練・生活訓練を
行っている。 ａ

理学療法士による機能訓練や訪問マッサージの施術を
個別に利用している。また、トレーニング器具を使っ
ての機能訓練にも取り組んでいる。

56
利用者の健康状態の把握と体調変化時の迅速な対応等
を適切に行っている。 ａ

毎日のバイタルサイン測定、月１回の体重測定、協力
医による２週間毎の往診、歯科往診、緊急時の迅速な
対応等、医療機関医師と看護師、職員が適切に連携し
ている。

57
医療的な支援が適切な手順と安全管理体制のもとに提
供されている。 ａ

職員は、医師や看護師と連携を図り、医療的な支援に
ついての実施手順や個別の計画を策定している。看護
師による、内服・外用薬の管理を適切に行っている。

A-2-(3)-①

Ａ－２－（４）　機能訓練・生活訓練

A-2-(4)-①

Ａ－２－（５）　健康管理・医療的な支援

A-2-(5)-①

A-2-(1)-③

Ａ－２　生活支援

Ａ－２－（１）　支援の基本

A-2-(1)-①

A-2-(1)-②

Ａ－２－（２）　日常的な生活支援

A-2-(5)-②

A-2-(1)-④

A-2-(1)-⑤

A-2-(2)-①

Ａ－２－（３）　生活環境



58
利用者の希望と意向を尊重した社会参加や学習のため
の支援を行っている。 ａ

利用者の意思を尊重して遠出をしたり、小グループで
の買い物に出かける等、公共交通機関を利用して外出
を実施し、利用者の社会参加を支援している。

59
利用者の希望と意向を尊重した地域生活への移行や地
域生活のための支援を行っている。 ａ

地域生活への移行や社会生活の意欲を高めるために、
具体的な生活環境への配慮や支援に取り組んでいる。
利用者の希望で、一人暮らしをするための住居の物件
を探したり、生活するための検討会議を行っている。

60
利用者の家族等との連携・交流と家族支援を行ってい
る。 ａ

月１回、利用者の近況報告を写真を添えて書面で行
い、利用者の生活状況を報告している。コロナ禍の状
況を見ながら、家族面会や外出の機会を設け、交流を
図っている。

61
子どもの障がいの状況や発達過程等に応じた発達支援
を行っている。

 　　　　 非該当

62
利用者の働く力や可能性を尊重した就労支援を行って
いる。

　　　　　非該当

63
利用者に応じて適切な仕事内容等となるように取組と
配慮を行っている。

　　　　　非該当

64
職場開拓と就職活動の支援、定着支援等の取組や工夫
を行っている。

　　　　　非該当

Ａ－２－（７）　地域生活への移行と地域生活の支援

A-2-(7)-①

Ａ－２－（８）　家族等との連携・交流と家族支援

A-2-(8)-①

A-2-(6)-①

A-4-(1)-③

A-3-(1)-①

A-4-(1)-①

A-4-(1)-②

Ａ－４－（１）　就労支援

Ａ－２－（６）　社会参加、学習支援

Ａ－３－（１）　発達支援

Ａ－４ 就労支援

Ａ－３ 発達支援


